
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
九
年
十
月
十
八
日

広
島
県
知
事  
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田　
　

雄　
　

山

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名　
　
　

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活

動

法

人

ニ
ュ
ー
ワ
ー

ル
ド

森
重　

正
一

広
島
県
東
広

島
市
黒
瀬
町

津
江
字
神
ノ

前
五
四
五
一

番
地
四

こ
の
法
人
は
、
東
南
ア

ジ
ア
地
域
で
今
も
続

く
内
乱
、
自
然
災
害
な

ど
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
せ
る
生
活
困
窮
者

な
ど
に
救
援
活
動
を

行
う
。
ま
た
、
社
会
開

発
事
業
を
遂
行
す
る

人
材
の
育
成
と
派
遣

に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
国
際
協
力
を
推
進

す
る
と
と
も
に
県
・
市

と
協
力
し
「
民
間
で
出

来
る
事
は
民
間
で
」
を

提
案
し
て
、
国
際
協
力

支
援
施
設
の
休
日
及

び
祝
祭
日
の
管
理
業

務
の
受
託
事
業
を
行

い
、
社
会
全
体
の
利
益

の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

役
員
の
定
数
の

変
更

平
成
一
九
年

一
〇
月
九
日


